
 

許可年月日    年   月   日  使用場所  －    －  

使用料  ￥  使用者氏名   

住   所         

返 還 理 由  

寝屋川市公園墓地条例第 55条による還付割合  

 許可年月日より  ・５年未満（ 80％）  ・５年以上 10年未満（ 60％）  

・ 10年以上 15年未満（ 40％）  ・ 15年以上 20年未満（ 20％）  

   

 

上記金額を請求します。  

         ただし、納骨壇返還に伴う使用料の還付  

                   

                     年   月   日  

  （あて先）寝屋川市長  

      

    住所                       

 

      フリガナ                   

 

      氏  名                    

      上記金額を下記口座に振込願います。  

 

        銀行         支店   普・当  No       

 

  名義人                  

 

￥  還付金額  

請 求 書（納骨壇）  

（自署） 


